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－ 環境税関連部分の抜粋 －

第三 検討事項

14 われわれは、過去とは比べものにならない大量の

化石燃料を消費し、豊かで便利な生活を享受してい

る。その反面大量の二酸化炭素を排出し、将来世代

に地球温暖化という大きな負の遺産を残している。

この事態に対処し、京都議定書の平成17年２月発効

とそれに伴うわが国の責任を踏まえ、地球温暖化対

策推進大綱の評価、見直しにも考慮を払いつつ、環

。 、境と経済の両立を図ることが重要である このため

あらゆる政策的手法を総合的に検討した結果を受け

て、いわゆる環境税については、必要に応じ、その

あるべき姿について早急に検討する。


